
第２次安城市環境基本計画における施策
の考え方
１．国・県の計画

防
災
と
自
然
共
生

の
両
立独自の目標設定

●生物多様性条約(COP10)

(平成22年10月)

●環境基本計画
(第5次)(平成30年4月)

●愛知県環境基本計画
(第5次)(令和2年度)

●あいち生物多様性戦略2020

(平成25年3月) ●地球温暖化対策計画
(平成28年5月)

●気候変動枠組条約
(COP21)(平成27年11月)

●水循環基本法
(平成26年４月制定)

●水循環基本計画
(平成27年７月)

●気候変動の影響への適
応計画(平成27年11月)

凡 例

：世界の条約、目標
：国の計画、法律
：県の計画
：安城市の計画

●持続可能な開発のための2030

アジェンダ(平成27年9月)

SDGs

●食品ロスの削減の推進に
関する法律(令和1年5月)

●プラスチック資源循環戦
略(令和1年5月)

●あいち地球温暖化防止戦
略2030(平成31年2月)

第２次安城市環境基本計画（予定）
(令和2年度)

●生物多様性戦略
(平成24年9月)
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２．SDGs等の精査

持続可能な開発目標（SDGs）のゴールと国の第５次環境
基本計画の施策のうち、現⾏計画にて網羅されていない、
追加すべき環境施策について精査します。

第5次環境基本計画
重点戦略
環境保全施策

SDGs
17のゴール
169のターゲット

地方自治体が
対応すべき環境施策

現⾏計画
低炭素なまちをつくる
暮らしと自然を守るまちをつくる
資源が循環するまちをつくる
市⺠みんなが⾏動するまちをつくる

現⾏計画に追加すべき
環境施策
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２．SDGs等の精査

第五次環境基本計画　 安城市現行計画 S D G sゴール
(環境保全施策) （施策番号） 2 3 4 6 7 8 11 12 13 14 15 17

（１）地球温暖化対策 対象外（直接的には国が対応
するため）

1.1～1.3 ○ ○

1.1～1.3 ○ ○ ○

対象外（一般市であるため）

対象外（山林がないため）

対象外（直接的には国が対応
するため）
4 .1，4 .2 ○

Ａ．政府実行計画 対象外（国が対応するため）
Ｂ．地方公共団体実行計画 4 .1～4 .3 ○

（２）気候変動の影響への適
応の推進

2 .1.2 .2 ○ ○

（３）オゾン層保護対策等 1.3 .1.1、1.3 .1.2 ○
2 .1.2 .1 ○ ○

1.3 .1.1、1.3 .1.2 ○ ○

2 .2 .1.1 ○ ○
2 .2 .1.1 ○ ○

Ａ．自然環境保全地域等
Ｂ．自然公園
Ｃ．鳥獣保護区
Ｄ．生息地等保護区
Ｅ．天然記念物
Ｆ．国有林野における保護林及
び緑の回廊
Ｇ．保安林
Ｈ．特別緑地保全地区・近郊緑
地特別保全地区等
Ｉ．ラムサール条約湿地
Ｊ．世界自然遺産
Ｋ．生物圏保存地域（ユネスコ
エコパーク）
Ｌ．ジオパーク

②重要地域の保全

⑧公的機関における取組

①科学的知見の充実のための対策・施策

②持続可能な社会を目指した低炭素社会の姿の提示

③エネルギー起源ＣＯ２の排出削減対策

④エネルギー起源ＣＯ２以外の温室効果ガスの排出削減対策

⑤森林等の吸収源対策、バイオマス等の活用

⑥国際的な地球温暖化対策への貢献

⑦横断的施策

①多様な主体の参画
②生物多様性に配慮した企業活動の推進

③自然とのふれあいの推進
①生態系ネットワークの形成

（１）生物多様性の主流化に
向けた取組の強化

（２）生物多様性保全と持続
可能な利用の観点から見
た国土の保全管理

対象外（保護地域等がないた
め）
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環境学習・環境行動

環境配慮製品の
販売促進・支援

【理想とするまち】環境負荷が少なく、人と自然が共生している環境都市

環境美化の推進
緑化の推進
4Rの促進

ごみ減量の徹底

大

大気汚染を抑制する都市形成
農地を守る都市形成

公共交通利用促進
自転車利用促進

次世代自動車普及促進
再エネ推進
省エネ推進

地球温暖化
対策

環境美化の推進
緑化の推進

大

大気汚染を抑制する都市形成
農地を守る都市形成

次世代自動車普及促進
再エネ推進
省エネ推進
水環境の保全

自然・都市
共生

環境美化の推進
緑化の推進

大

大気汚染を抑制する都市形成
農地を守る都市形成

次世代自動車普及促進

水環境の保全
騒音・振動・悪臭の防止

生活環境

環境配慮製品の
販売促進・支援

4Rの促進

ごみ減量の徹底

大

河川や地下水の確保
不法投棄の防止

資源循環
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